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「令和７年度構造設計一級建築士講習」修了判定の結果概要等について 

 

 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１０条の２２の規定に基づき、当センターは、国土交通大臣

の登録を受けた構造設計一級建築士講習の登録講習機関として、当該講習を実施しております。 

このたび、令和７年９～１１月に実施した令和７年度構造設計一級建築士講習の修了判定結果が確定

し、１月３０日付で発表いたします。 

 

 

 

【構造設計一級建築士講習の概要】 

 

「構造設計一級建築士」は、一級建築士として５年以上構造設計の業務に従事した後、所定の講習

を受講し、修了することが必要です。当該講習では、２日間の講義に出席したうえで、修了考査に

合格することが修了要件となります。 

 当センターの実施した令和７年度講習は７つの講習地において、講義については９月１９日～ 

１０月１７日の間、修了考査については１１月２３日に実施しました。 

 なお、講習は、「構造関係規定に関する科目（法適合確認）」及び「建築物の構造に関する科目（構

造設計）」の二つの科目で構成されます。 

 また、「令和５年度・令和６年度講習」においていずれか一つの科目のみが合格となった方は、

「令和７年度講習」において該当科目の講義及び修了考査が免除されています。 

 

 
 
■申込区分別の修了者数と修了率 
 

実受講者数 修了者数 修了率 

申込区分Ⅰ 
(全科目受講) 

６３５人 １５８人 ２４．９％ 

申込区分Ⅱ 
(法適合確認のみ受講) 

５８人 ４０人 ６９．０％ 

申込区分Ⅲ 
(構造設計のみ受講) 

６９人 ３６人 ５２．２％ 

 
 

７６２人  ２３４人 ３０．７％ 

※本年度の修了結果を合わせると、これまでに累計１１，９３８人が講習修了と判定されたことに

なります。 

 
 
〇令和８年度構造設計一級建築士講習の修了考査の適用法令について 
適用すべき法令については、令和８年４月１日現在において施行されているものとします。 

 
 
 
 

 

  

○ 問合せ先 ：(公財)建築技術教育普及センター 構造設計一級建築士講習担当 

TEL ０５０－３６４５－２７４７ 

合計 

令和８年１月３０日 

(公財)建築技術教育普及センター 
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【参考－１】科目別の合格者数と合格率 
 

 

 

 

 

 

 

 

【参考－２】「令和７年度構造設計一級建築士講習」講習地別の修了者数 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考－３】構造設計一級建築士制度について 

 平成２０年１１月２８日に施行された改正建築士法では、「構造設計一級建築士制度」が創設され、

一定以上の規模の建築物（木造で、地階を除く階数が 4 以上であるもの又は高さ１６ｍを超える建築

物、鉄骨造で地階を除く階数が 4以上の建築物、鉄筋コンクリート造で高さ２０ｍを超える建築物等）

の構造設計については、「構造設計一級建築士」が自ら設計を行うか、若しくは「構造設計一級建築士」

に建築士法に定める構造関係規定への適合性の確認を受けることが義務付けられました。 

「構造設計一級建築士」は、一級建築士として５年以上構造設計の業務に従事した後、国土交通大

臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了することとされております。 

 当センターは、国土交通大臣の登録を受けた構造設計一級建築士講習の「登録講習機関（登録第一

号）」として当該講習を実施しているものです。 

 

 

【参考－４】講習において使用した教材（テキスト）、修了考査問題等の公表について 

  １月３０日の修了者等の発表に合わせて、講習において使用した教材等の公表を行います。当セン

ターの７支部において閲覧することができます。 

 実受講者数 合格者数 合格率 

法適合確認 ６９２人 ２７６人 ３９．９％ 

構造設計 ６９７人 ２３９人 ３４．３％ 

講習地 計 申込区分Ⅰ 申込区分Ⅱ 申込区分Ⅲ 

札幌市 ４ ３ ０ １ 

仙台市 ７ ５ １ １ 

東京都 １３３ ９１ ２５ １７ 

名古屋市 ２０ １７ ０ ３ 

大阪府 ４９ ３２ １０ ７ 

広島市 ７ ５ ０ ２ 

福岡市 １４ ５ ４ ５ 

合 計 ２３４ １５８ ４０ ３６ 


